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本
法
律
案
は
、
近
時
の
国
民
が
抱
え
る
心
の
健
康
の
問
題
等
を
め
ぐ
る
状
況
に
鑑
み
、
心
理
に
関
す
る
支
援
を
要
す
る
者
等

の
心
理
に
関
す
る
相
談
、
援
助
等
の
業
務
に
従
事
す
る
者
の
資
質
の
向
上
及
び
そ
の
業
務
の
適
正
を
図
る
た
め
、
公
認
心
理
師

の
資
格
を
定
め
、
も
っ
て
国
民
の
心
の
健
康
の
保
持
増
進
に
寄
与
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

一
、
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
公
認
心
理
師
」
と
は
、
公
認
心
理
師
登
録
簿
へ
の
登
録
を
受
け
、
公
認
心
理
師
の
名
称
を
用
い

て
、
保
健
医
療
、
福
祉
、
教
育
そ
の
他
の
分
野
に
お
い
て
、
心
理
学
に
関
す
る
専
門
的
知
識
及
び
技
術
を
も
っ
て
、
心
理
に

関
す
る
支
援
を
要
す
る
者
の
心
理
状
態
を
観
察
し
、
そ
の
結
果
を
分
析
す
る
こ
と
等
を
業
と
す
る
者
を
い
う
。

二
、
公
認
心
理
師
と
し
て
必
要
な
知
識
及
び
技
能
に
つ
い
て
、
主
務
大
臣
で
あ
る
文
部
科
学
大
臣
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
、
一

定
の
受
験
資
格
を
有
す
る
者
に
対
し
て
、
公
認
心
理
師
試
験
を
実
施
す
る
。

三
、
公
認
心
理
師
に
お
い
て
は
、
信
用
失
墜
行
為
を
禁
止
し
、
秘
密
保
持
義
務
を
課
す
る
と
と
も
に
、
業
務
を
行
う
に
当
た
っ

て
は
、
医
師
、
教
員
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
連
携
を
保
た
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
心
理
に
関
す
る
支
援
を
要
す
る
者
に
当
該
支
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援
に
係
る
主
治
医
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
指
示
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
、
公
認
心
理
師
で
な
い
者
は
、
公
認
心
理
師
の
名
称
又
は
心
理
師
と
い
う
文
字
を
用
い
た
名
称
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

五
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。

六
、
既
存
の
心
理
職
資
格
者
等
に
係
る
受
験
資
格
等
に
つ
い
て
、
所
要
の
経
過
措
置
を
設
け
る
。


